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以下の製品は研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に相当します。 
 
製品名：Nico21(DE3) Competent E.coli 
製品番号：C2529H 
製造者：New England Biolabs inc. (U.S.) 
 

Nico21(DE3) Competent E.coli は、T7 RNA polymerase 遺伝子および Chitin Binding Domain 遺伝子

を染色体 DNA に組み込んだ組換え型大腸菌を含むため、その使用・販売・輸送は「遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（通称カルタヘナ法）」における第二種使用等

に相当します。 

 
【製品情報】 
○ 宿主 ； Escherichia coli strain Nico21(DE3) (由来：E.coli strain BL21) 
○ 宿主の遺伝子型 ；  

can::CBD fhuA2 [lon] ompT gal (λ DE3) [dcm] arnA::CBD slyD::CBD  glmS6Ala ∆hsdS  
λ DE3 = λ sBamHIo ∆EcoRI-B int::(lacI::PlacUV5::T7 gene1) i21 ∆nin5 

○ 核酸又はその複製物の名称１ ； T7 RNA polymerase (由来：T7 ファージ) 
○ 核酸又はその複製物の名称２ ； Chitin Binding Domain (由来：Bacillus circulans) 
○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第１６条第

１号、第２号又は第４号に基づく使用等 ； 該当せず 
 

【製品仕様のご注意】 

ご使用の際は「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措

置等を定める省令」（平成16年文部科学省・環境省令第1号）に従って機関内安全委員会の判断のもと、

機関実験として P1 拡散防止措置を執って行ってください。 
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本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します； 
電話番号；03-4545-1420 Fax；03-5669-6196 

Email；tech.jp@neb.com 


